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                １ ０  生  徒  心  得  

 

１ ． 服 装 等 に つ い て  

  本 校 指 定 （ Ａ タ イ プ ま た は Ｂ タ イ プ ） の 制 服 を 着 用

す る こ と 。 制 服 は 正 し く 着 用 し 、 着 崩 し や 改 造 等 は 禁

止 す る 。 制 服 に は 指 定 の ボ タ ン を つ け 、 科 章 は 左 襟 に

つ け る こ と 。 制 服 の 下 に は 、 レ ギ ュ ラ ー 襟 の 白 色 無 地

ワ イ シ ャ ツ を 着 用 す る 。 Ｂ タ イ プ の ネ ク タ イ は 着 用 自

由 と す る が 、 入 学 式 ・ 卒 業 式 等 の 儀 式 の 時 及 び 指 定 さ

れ た 時 に は 着 用 す る こ と 。  

  た だ し 、 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 に は 配 慮 す る 。  

 ⑴  Ａ タ イ プ の 上 着 の 裾 の 長 さ は 、 裏 地 の マ ー ク が    

見 え る 状 態 と す る 。  

 ⑵  ス カ ー ト ・ キ ュ ロ ッ ト ス カ ー ト の 丈 の 長 さ は 、 膝

の 中 心 と す る 。 常 に 、 ス カ ー ト ・ キ ュ ロ ッ ト ス カ ー

ト の 上 下 の マ ー ク が 見 え る 状 態 と す る 。  

 ⑶  防 寒 用 の ベ ス ト 、 セ ー タ ー は 、 本 校 指 定 の も の と

す る 。 そ れ 以 外 の 着 用 は 認 め な い 。  

 ⑷  ア ン ダ ー シ ャ ツ は 白 色 を 基 本 と し 、 派 手 で な い も   

の と す る 。 本 校 の 体 育 用 Ｔ シ ャ ツ を ア ン ダ ー シ ャ ツ   

と し て 着 用 す る こ と は 差 し 支 え な い 。  

 ⑸  ソ ッ ク ス は 、 変 形 靴 下 の 使 用 は 認 め な い 。  

 ⑹  履 物 は 、 原 則 と し て 運 動 靴 、 革 靴 と す る 。 サ ン ダ   

ル 、 ク ロ ッ ク ス 等 の 着 用 は 認 め な い 。  

 ⑺  ピ ア ス 、イ ヤ リ ン グ 、指 輪 、マ ニ キ ュ ア 、化 粧 品 、

カ ラ ー コ ン タ ク ト 、 香 水 、 マ ス カ ラ 、 色 付 き リ ッ プ

ク リ ー ム 、 ネ ッ ク レ ス 、 ブ レ ス レ ッ ト 等 の 使 用 は 禁

止 す る 。  

 ⑻  眉 毛 ・ ま つ げ を 加 工 し な い 。  

 ⑼  夏 季 （ ５ 月 １ 日 か ら 1 0 月 3 1 日 ま で ） は 制 服 の 上

着 を 着 用 し な く て も よ い 。 そ の 場 合 、 Ａ タ イ プ は 白

ワ イ シ ャ ツ ま た は 本 校 指 定 の ポ ロ シ ャ ツ を 着 用 し 、

Ｂ タ イ プ は 指 定 の ベ ス ト に 白 ワ イ シ ャ ツ （ ネ ク タ イ

の 着 用 は 自 由 ） ま た は 本 校 指 定 の ポ ロ シ ャ ツ を 着 用

し 、 高 校 生 ら し い 清 潔 感 あ る 服 装 と す る 。 移 行 期 間

中（ ５ 月 ・ 1 0 月 ）は 、上 着 を 着 用 せ ず 指 定 の セ ー タ

ー で 登 下 校 し て も よ い 。  

 ⑽  冬 季 は 制 服 の 上 着 を 着 用 す る 。 コ ー ト 等 の 防 寒 着   

の 着 用 は 、 登 下 校 時 の み 認 め る 。 必 ず 上 着 の 上 に 着   

用 す る 。 華 美 で な い も の と す る 。 ス カ ー ト ・ キ ュ ロ

ッ ト ス カ ー ト 着 用 時 は 、 黒 無 地 ス ト ッ キ ン グ の 着 用

を 認 め る 。  

※ 制 服 の 追 加 購 入 等 に つ い て   

   制 服 等 の 追 加 購 入 や 補 正 ・ 修 理 に つ い て は 、 本 校   

指 定 の 小 売 店 で 直 接 購 入 、 依 頼 す る 。 そ の 際 は 、 学   

校 で 発 行 さ れ た 追 加 購 入 ・ 補 正 ・ 修 理 許 可 書 を 持 参   

し 、 小 売 店 で 必 要 事 項 を 記 入 ・ 押 印 し た も の を 、 担   

任 を 通 じ て 提 出 す る こ と 。 ま た 、 本 校 指 定 の ポ ロ シ

ャ ツ は 、 許 可 書 不 要 に て 直 接 販 売 店 で 購 入 す る 。  

   科 章 や ボ タ ン （ 前 、 袖 ） を 欠 損 し た 場 合 は 、 本 校   

購 買 部 で 購 入 す る 。  

２ ． 頭 髪 に つ い て  

  社 会 通 念 上 、 他 人 に 不 快 感 を 与 え な い 高 校 生 ら し い  

清 潔 感 あ る 髪 型 と す る 。  

 ⑴  髪 型 は 、 流 行 を 追 う こ と な く 、 奇 を て ら う こ と が   

な い よ う に す る 。   

 ⑵  男 子 の 頭 髪 は 、 目 、 襟 、 耳 に か か ら な い よ う に 整   

髪 す る 。 も み あ げ は 耳 た ぶ ま で と す る 。 女 子 の 頭 髪   
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は 、 目 に か か ら な い よ う に し 、 長 い 髪 は 束 ね る な ど  

  し て 整 髪 す る 。  

 ⑶  パ ー マ 等 の 加 工 髪 型 や 脱 色 ・ 染 色 は 禁 止 す る 。  

 ⑷  ヘ ア ー エ ク ス テ ン シ ョ ン の 使 用 を 禁 止 す る 。  

３ ． 礼  儀  

 ⑴  教 師 、 来 校 者 お よ び 生 徒 間 の 礼 儀 を 正 し く す る こ

と 。  

 ⑵  授 業 時 は も ち ろ ん 集 会 な ど に お い て も 静 粛 に し 、   

始 業 時 に は き ち ん と あ い さ つ す る こ と 。  

４ ． 所  持  品  

 ⑴  生 徒 手 帳 は 常 に 所 持 す る こ と 。  

 ⑵  学 習 に 不 必 要 な も の （ ゲ ー ム 機 等 ） は 学 校 へ 持 っ

て こ な い こ と 。  

 ⑶  所 持 品 に は 学 年 、 組 、 氏 名 を 明 記 し て お く こ と 。  

 ⑷  貴 重 品 の 保 管 に は 特 に 注 意 し 、 部 活 動 の 際 は 顧 問

の 指 示 に 従 う こ と 。  

 ⑸  多 額 の 金 銭 は 持 参 し な い こ と 。 友 人 間 で み だ り に   

金 銭 の 貸 借 を 行 わ な い こ と 。  

 ⑹  自 転 車 は 所 定 の 場 所 に 置 き 、 ２ つ 以 上 の 鍵 を か け

る こ と 。  

 ⑺  学 校 内 で 物 品 を 拾 得 ま た は 遺 失 し た 時 は 速 や か に   

学 級 担 任 を 通 じ て 、 生 活 指 導 部 に 届 け 出 る こ と 。  

５ ． 校  内  生  活  

 ⑴  学 校 は 学 習 の 場 で あ る 。 快 く 学 習 に 専 念 で き る よ

う 環 境 の 整 理 整 頓 に つ と め る こ と 。  

 ⑵  ホ ー ム ル ー ム や 学 校 で 定 め た 係 は そ の 責 任 を 果 た   

す こ と 。（ 週 番 に つ い て は 別 項 参 照 ）  

 ⑶  遅 刻 、 早 退 、 欠 席 、 忌 引 の 際 は 学 級 担 任 に 届 け 出

る こ と 。（ 別 項 参 照 ）  

 ⑷  登 校 後 は 授 業 終 了 ま で 外 出 し な い こ と 。 止 む を 得   

な い 事 情 で 外 出 す る と き は 学 級 担 任 の 許 可 を 受 け

る こ と 。（ 別 項 参 照 ）  

 ⑸  校 舎 や 校 具 は 大 切 に 取 扱 い 、 万 一 破 損 し た 時 は 直

ち に 学 級 担 任 ま た は 係 教 員 に 届 け 出 る こ と 。 こ の 場

合 、 現 品 ま た は 金 銭 で 弁 償 さ せ る こ と が あ る 。  

 ⑹  次 の 場 合 は 事 前 に 部 活 動 顧 問 、 学 級 担 任 ま た は 係

教 員 の 許 可 を 受 け る こ と 。（ 別 項 参 照 ）  

  イ  部 活 動 そ の 他 で 教 室 等 を 使 用 す る と き 。 な お 、     

使 用 後 は 整 理 整 頓 し て お く こ と 。  

  ロ  休 業 日 に 登 校 し て 校 舎 校 具 運 動 場 等 を 使 用 す る    

と き 。  

  ハ  学 校 内 外 で 金 品 を 集 め た り 、 売 買 す る と き 。  

  ニ  生 徒 の 集 会 を 催 す と き 。  

  ホ  学 校 内 外 で 掲 示 、 陳 列 、 配 布 等 を す る と き 。  

６ ． 校  外  生  活  

 ⑴  本 校 生 徒 と し て の 誇 り を 持 ち 、 品 位 あ る 生 活 態 度

を 保 つ よ う 努 め る こ と 。  

 ⑵  列 車 、 バ ス の 利 用 者 は そ れ ぞ れ の 乗 車 規 則 を 守 り   

事 故 の な い よ う 注 意 す る こ と 。  

 ⑶  不 慮 の 事 故 に あ っ た と き は 、 警 察 及 び 学 校 に 連 絡   

す る 。 (学 校 ： 0 2 9 - 2 4 7 - 5 7 1 1 )  

 ⑷  公 共 施 設 （ 図 書 館 、 公 民 館 、 劇 場 等 ） に 出 入 す る   

と き は 規 則 に 従 う こ と 。  

 ⑸  風 紀 上 好 ま し く な い 盛 り 場 、 飲 食 店 な ど に は 出 入   

し な い こ と 。  

 ⑹  夜 間 外 出 は な る べ く 避 け る こ と 。 ※ 県 の 条 例 で 、   

午 後 1 1 時 か ら 翌 午 前 ４ 時 の 外 出 は 禁 止 さ れ て い る 。 

 ⑺  交 遊 関 係 に は 十 分 注 意 す る こ と 。  
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７ ． 原 付 バ イ ク 、 自 動 二 輪 車 に 関 す る 規 定  

 ⑴  自 動 二 輪 車（ 5 1 c c 以 上 ）の 免 許 取 得 ・ 運 転（ 同 乗  

  を 含 む ） は 禁 止 す る 。  

 ⑵  原 付 バ イ ク（ 5 0 c c 以 下 ま た は 1 2 5 c c 以 下 で 最 高 出

力 4 . 0 k W 以 下 （ 新 基 準 ）） の 免 許 取 得 に つ い て  

イ  免 許 取 得 は 、 １ 学 年 の 夏 休 み 開 始 以 降 と し 、 免

許 取 得 は 休 業 日 に 限 る 。  

ロ  免 許 を 取 得 す る と き は 、 原 付 バ イ ク 免 許 取 得 許

可 申 請 書 を 校 長 に 提 出 し 、 許 可 を 受 け て か ら 取 得

す る 。 免 許 取 得 後 は 、 原 付 バ イ ク 免 許 取 得 届 を 校

長 へ 提 出 す る 。  

ハ  免 許 を 取 得 し た 者 は 、 原 付 バ イ ク に 乗 る と き は

交 通 法 規 を よ く 守 り 、 家 庭 に お い て も 原 付 バ イ ク

利 用 は 必 要 最 小 限 に と ど め る 。 （ 原 付 バ イ ク （ 特

定 小 型 原 動 機 付 自 転 車 を 含 む ） に よ る 通 学 は 、 原

則 禁 止 す る 。 ）  

 ⑶  但 し 、 止 む を 得 な い 理 由 で 原 付 バ イ ク を 通 学 で 使

用 す る 場 合 は 、 原 付 バ イ ク 使 用 誓 約 書 を 校 長 に 提 出

し 、 保 護 者 来 校 の 上 、 許 可 を 受 け て 、 自 宅 か ら 最 寄

り 駅 間 の 原 付 バ イ ク の 使 用 を 許 可 す る 。 な お 、 下 記

条 件 を い ず れ も 満 た す 者 と す る 。  

  イ  学 校 か ら 自 宅 ま で の 距 離 が 、半 径 約 1 6ｋ ｍ 以 上

と す る 。  

  ロ  自 宅 か ら 最 寄 り 駅 ま で の 距 離 が 、半 径 約 ６ ｋ ｍ 以

上 と す る 。  

８ ． 四 輪 車 の 免 許 取 得 に 関 す る 規 定  

 ⑴  自 動 車 教 習 所 の 入 所 は 、 第 ３ 学 年 の 後 期 中 間 ① 考

査 最 終 日 （ 概 ね 1 0 月 中 旬 ） 以 降 と す る 。  

 ⑵  承 認 後 、 注 意 事 項 を 厳 守 の う え 通 学 す る こ と 。  

 ⑶  次 の 手 続 き を 行 う こ と 。  

  イ  入 所 許 可 申 請 書 を 保 護 者 連 署 で 校 長 へ 提 出 し    

許 可 証 の 交 付 を 受 け る 。  

  ロ  免 許 証 取 得 後 は 、 四 輪 車 免 許 証 取 得 届 を 校 長    

へ 提 出 す る 。  

 ⑷  免 許 証 取 得 後 も 、 卒 業 ま で 四 輪 車 運 転 （ 同 乗 を 含  

  む ） は し な い 。  

９ ． 自 転 車 の 使 用 に つ い て  

 ⑴  自 転 車 通 学 許 可 申 請 書 を 提 出 し 、 交 付 さ れ た ス テ   

ッ カ ー を 通 学 用 自 転 車 の 後 部 泥 除 け に 貼 る 。  

 ⑵  交 通 法 規 を 遵 守 す る こ と 。 二 人 乗 り 、 並 進 、 右 側   

通 行 、 信 号 無 視 、 無 灯 火 運 転 、 イ ヤ ホ ン 使 用 運 転 、  

携 帯 電 話 使 用 運 転 、 傘 差 し 運 転 等 を 厳 禁 と す る 。  

 ⑶  自 転 車 保 険 、 Ｔ Ｓ マ ー ク 附 帯 保 険 等 に 加 入 す る こ   

と 。  

 ⑷  ヘ ル メ ッ ト の 着 用 に 努 め る こ と 。  

1 0． ア ル バ イ ト に 関 す る 規 定  

  ア ル バ イ ト は 、 １ 年 生 の 夏 休 み 開 始 以 降 、 止 む を 得

な い 場 合 に の み 行 い 、 職 場 の 選 定 に は 慎 重 を 期 す る こ

と 。  

 ⑴  保 護 者 承 認 の 上 、 担 任 を 通 じ て 許 可 申 請 書 を 提 出   

し 、 許 可 を 得 て か ら 従 事 す る こ と 。  

 ⑵  許 可 さ れ た ア ル バ イ ト が 終 了 し た と き は 、 担 任 に   

報 告 す る こ と 。  

 ⑶  次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 ア ル バ イ ト を 認   

め な い 。  

  イ  高 校 生 に ふ さ わ し く な い 職 種  

  ロ  午 後 ９ 時 以 降 ま で 勤 務 す る 場 合  

  ハ  宿 泊 を 伴 う 場 合  
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  ニ  バ イ ク を 使 用 す る 場 合  

 ⑷  長 期 間 に わ た る 場 合 は 、 年 度 初 め に 改 め て 許 可 申   

請 書 を 提 出 す る こ と 。  

 ⑸  学 業 に 支 障 が 生 じ な い よ う に 留 意 す る こ と 。  

1 1． ス マ ー ト フ ォ ン 等 の 使 用 に つ い て  

 ⑴  学 校 へ の 持 ち 込 み は 認 め る が 、 授 業 中 の 使 用 は 、   

許 可 さ れ た 場 合 を 除 き 、 禁 止 す る 。  

 ⑵  登 校 後 に は 電 源 を 切 る か マ ナ ー モ ー ド に し て 保 管   

し 、 不 用 意 に 着 信 音 な ど が 鳴 ら な い よ う 注 意 す る 。 

 ⑶  テ ス ト の 際 に は 、 電 源 を 切 っ て バ ッ ク に 入 れ て 廊  

  下 に 出 す か 、 ロ ッ カ ー に 入 れ て 保 管 す る 。  

 ⑷  Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ や イ ン ス タ グ ラ ム な ど Ｓ Ｎ Ｓ 上 に 、 不 適

切 な 書 き 込 み や 画 像 、 動 画 の 掲 載 を し な い 。  

 ⑸  ス マ ホ 依 存 や 、 有 害 サ イ ト な ど の 被 害 に 遭 わ な い   

た め に も 、 フ ィ ル タ リ ン グ の 設 定 を す る 。  

 ⑹  家 庭 で も 話 し 合 い を 持 ち 、 ル ー ル や マ ナ ー を 守 っ   

て 、 節 度 を 持 っ て 使 用 す る 。  

1 2． そ  の  他  

 ⑴  単 位 取 得 不 能 の 場 合 は 、 原 級 に 留 め て お く こ と が   

あ る 。  

 ⑵  許 可 、 届 出 、 承 認 を 要 す る 項 目 に つ い て は 、 す べ   

て 別 項 に 従 う こ と 。  

 

（ 令 和 ８ 年 ４ 月 1 日 よ り ）  

 


